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●令和6年度 市民税・府民税・森林環境税納税通知書を送付します
納税通知書を6月上旬に送付します。第1期分の納期限は7月1日（月）です。なお、3月16日（土）以降に所得税の確定申告

または、個人市・府民税の申告をされた場合は、納税通知書の送付や課税（所得）証明書の発行が遅れることがあります。
　予測しない失業や大幅な所得減少（前年の6割以下）が見込まれる方などで、前年の所得金額が一定額以下であるなどの
要件に該当し、納付が困難である場合は、期限までの申請により減額・免除されることがあります。
　個人市・府民税・森林環境税の詳細は、大阪市ホームページをご確認ください。
問合 �弁天町市税事務所　市民税等グループ（個人市民税担当）�☎4395-2953�I4395-2810�
（平日9：00～17：30、金曜日は9：00～19：00）

詳しくは
こちら

区役所での相談 日時 申込・問合等 予約

法律相談
(弁護士)➊

6月4日・11日・18日・
25日、7月2日�
(全て火曜)�
13:00～17:00

予約受付日時 相談日の1週間前の12：00～前日17：00
（例）6月11日相談の予約受付は、6月4日12：00から6月10日17：00まで

予約専用電話 ☎050-1808-6070（24時間AIが自動案内対応）
定員 先着8名　※電話申込が困難な方は事前にお問い合わせください。
問合 企画総務課（企画推進）4階42番�☎6464-9683�I6462-0792 要予約 �

1人30分
入替時間含

法律相談
（司法書士）➊

6月12日（水）
13:00～16:00

当日9：00～15：00電話予約　定員 先着6名
問合・予約 大阪司法書士会�西支部�☎080-4235-5489（当日のみ）

不動産相談➊
6月21日（金）
13:00～16:00�
（受付15:30まで）

相談日前日までの土・日・祝を除く10：00～15：30電話予約
定員 先着6名
問合・予約 大阪府宅地建物取引業協会�北支部�☎6357-5821

ごみ相談❷ 6月20日（木）
10：00～12：00

問合 西北環境事業センター�☎6477-1621
※子ども服等リユース・フードドライブ（保存食品の寄付受付）も実施

予約不要
高齢者・
障がい児・者相談❷

6月28日（金）
10：30～13：00

相談員 福島区地域自立支援協議会�他
問合 �保健福祉課(地域福祉）�2階21番�☎6464-9857

人権相談❸ 月～金（祝日除く）
9：00～17：30

区役所職員が電話または面談で相談をお受けします。（事前予約制）�
問合 �市民協働課（地域活動支援）5階52番�☎6464-9743

要予約

無料6月の市民相談 場所 ➊区役所4階相談室　❷1階ロビー相談ブース　❸区役所5階相談室

人権相談（専門相談員）要予約

電話・FAX・メール・面談（事前予約制）で相談をお受けします。
日時 月～金・日・祝日�9：00～17：30　場所 大阪市人権啓発相談センター（大阪市西区立売堀4-10-18�阿波座センタービル1階）
問合 大阪市人権啓発相談センター�☎6532-7830�I6531-0666�J7830@osaka-jinken.net

介護保険利用者負担限度額 
認定証等の更新申請は6月中に

介護保険を利用して、介護保険施設
などへ入所や短期入所した場合に、食
費・居住費が負担軽減される認定証等
の有効期限は7月31日（水）です。
更新を希望される方は6月28日（金）
までに申請してください。
非課税年金（遺族年金・障がい年金）
を受給されている方は、年金収入額と
基礎年金番号の申告が必要となります
ので、年金振込通知書等の写しを添付
のうえ申請してください。
問合 �保健福祉課�
（介護保険・高齢者福祉）�2階22番�
☎6464-9859�I6462-4854

視覚障がいのある方へ 要申込

後期高齢者医療保険料決定 
通知書に点字文書を同封します

後期高齢者医療保険料決定通知書に
点字文書を同封します。ご希望の方は、
電話または窓口でお申し込みくださ
い。
申込時にお聞きする事項

　住所・氏名・生年月日
一度お申し込みいただければ、毎年の

お申し込みは不要ですが、転居等による
居住区の変更があった場合は、再度お
申し込みいただく必要があります。
問合 �窓口サービス課（保険年金・保険)�

1階17番�
☎6464-9956�I6462-2593

令和6年度の国民健康保険料について

●�保険料の決定�国民健康保険料の決定通知書を6月中旬に送付します。届か
ない場合はご連絡ください。
●�保険料の減免�所得の減少等で納付が困難な方は、申請により軽減・減免が
できる場合がありますので、ご相談ください。

児童手当現況届について

児童手当受給者のうち6月1日における状況を公簿等で確認できない方は、現
況届の提出が必要です。該当者には現況届をお送りしますので、お早めにご提出
ください。提出がない場合は、令和6年6月分（令和6年10月支払い分）以降の児
童手当の支給が停止され、そのまま2年が経過すると時効となり、受給権がなく
なりますので、ご注意ください。
なお、令和6年10月分手当から制度拡充が予定されていますが、拡充に伴う手
続きの方法など決まり次第市ホームページ等でお知らせします。
問合 保健福祉課（地域福祉）�2階21番�☎6464-9857�I6462-4854

ペチュニアなどの花苗プレゼント

緑化リーダーボランティアの皆さんが大切に育てた花苗
をプレゼントします。�※花苗の種類は選べません
日時 6月26日（水）14：00～（雨天実施）
場所 �下福島公園花づくり広場（福島4-1下福島プール西側）
定員 100名（先着順・お1人様2株ずつ）
問合 �企画総務課（企画推進）�4階42番��
☎6464-9906�I6462-0792

下福島公園

大阪病院玉川小

本成寺 堂島川

堂島大橋北詰

下福島
プール

ココ！

なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、令和6年度より「府内統一保
険料率」としており、大阪府内の市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構
成」であれば「同じ保険料額」となっています。
問合 �【保険料計算】�窓口サービス課（保険年金・保険)�1階17番��

☎6464-9956�I6462-2593
【軽減・減免】�窓口サービス課（保険年金・管理）�1階18番�

☎6464-9946�I6462-2593

令和6年度 国民健康保険料（年額）

医療分保険料 後期高齢者
支援金分保険料

介護分保険料
（※1）

平等割保険料
（世帯あたり） 34,803円 11,091円

均等割保険料
（被保険者あたり）

被保険者数
×35,040円

被保険者数
×11,167円

介護保険第2号
被保険者数
×19,389円

所得割保険料
（※2）

算定基礎所得
金額（※3）
×9.56%

算定基礎所得
金額（※3）
×3.12%

算定基礎所得
金額（※3）
×2.64%

最高限度額 65万円 22万円 17万円
（※1）�介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方（介護保険第2号被保険者）がいる世

帯にのみかかります。介護分保険料の平等割保険料はかかりません。
（※2）�世帯の所得割保険料は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者）

ごとに計算した所得割の合計額となります。
（※3）�算定基礎所得は、前年中総所得金額等－43万円となります。

日曜法律相談 要予約 ナイター法律相談 要予約
日時 6月23日(日)�13：00～17：00
場所 �福島区役所（福島区大開1-8-1）�

阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）
定員 各16組（先着順）
予約受付日時 �6月14日（金)12：00～22日(土)17：00
予約専用電話 �050-1807-2537（24時間AIが自動案内対応）

日時 7月23日（火）�18：30～21：00�
場所 天王寺区民センター(天王寺区生玉寺町7-57）
定員 32組（先着順）
予約受付日時 6月10日（月）12：00～7月22日（月）17：00
※�オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日の18時時点で来場している�
相談希望者で抽選を行います（18：00受付終了）。

問合 大阪市総合コールセンター「なにわコール」�☎4301-7285�I6373-3302（8：00～21：00�年中無休）

申し込みは
こちら

市税事務所からのお知らせ

市税の納付について、スマートフォンなどを使ってインターネットを利用した便利なサービスをご案内します。
●Web口座振替受付サービス
　大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマー
トフォン・タブレット端末からお申し込みいただけま
す。対応金融機関などについては、大阪市ホームペー
ジからご確認ください。

●「納期限のお知らせ」メール配信
　大阪市メールマガジンに登録したメールアドレス
に、大阪市税の納期限一週間前および前日に納期限
をメールにてお知らせします。納付のうっかり忘れを
防止するためにも、ぜひご登録ください。

●スマートフォンなどを利用した納付方法
　スマートフォン決済アプリ（各種Pay等）を起動し、納付書表面に印字されたeL-QRを読み取ることで、
納付ができます。また、地方税お支払サイトからクレジットカードによる納付も可能です。
※納付金額に応じてシステム利用料が発生します。
　利用可能なアプリ・納付方法の詳細・操作方法については、地方税お支払サイトをご確認ください。

ネットで便利！ 問合 財政局税務部収税課（収納管理グループ） ☎6208-7783�I6202-6953 （平日9：00～17：30)

6 7
区役所

開庁時間

◆�月～金曜日（祝日・年末年始除く）9：00～17：30　 問合 企画総務課（総務）4階41番 ☎6464-9625�I6462-0792
◆�毎週金曜日は19：00まで時間延長　取扱業務 住民票、市税証明書発行、国民健康保険、介護保険等の一部の業務
◆�毎月第4日曜日は9：00～17：30まで開庁　取扱業務 住民票発行、国民健康保険等一部の業務


